
 

博士課程前期・専門職学位課程（教職大学院）の 

修士論文等作成スケジュール 
 

 
◎各手続等の詳細は，各プログラムにおいて定める。 
◎修士論文等には，「特定課題研究」等を含める。  
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研究題目等を提出 

研究倫理教育(大学院生 Basic)を
受講 

指導教員グループの 

編成 

指導教員グループ 

編成の承認（プ）（学）

（教） 

中間発表会（公開） 

※研究概要の提出を含める 

 

研究倫理教育 

(大学院生 Advanced(M))を受講 

課程修了・学位取得 

修了判定（教） 

学位授与（学長） 

修士論文等を提出 審査委員会編成の 

承認（プ）（学）（教） 

修士論文等題目を提出 

 

修士論文等発表会（公開） 
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修士論文等審査・試験
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が定める 



 

 
（留意事項） 
 
１．本スケジュールについて 
本スケジュールは，研究科として修士論文等作成に係る基本的な流れを示すものである。本スケジュー

ルが示す各手続き等の具体については，所属するプログラムの指示に従うこと。 
 
２．研究倫理教育について 
修士論文等を作成するためには，事前に研究倫理教育を必ず受講しなければならない。研究倫理教育の

受講については「研究倫理教育について」を参照すること。 
 
３．指導教員グループについて 
指導教員グループは，研究テーマ等に基づき主指導教員 1 人及び 2 人以上の副指導教員で構成される。

副指導教員のうち 1 人は，主指導教員とは専門の異なる教員とする。 
 
４．修士論文等審査の審査委員会について 
修士論文等審査及び最終試験のための審査委員会は，修士論文等の内容に関連する教員 3 人以上の審査

委員で組織され，主査 1 人及び 2 人以上の副査で構成する。副査のうち 1 人以上は，他の学位プログラム，

他専攻又は他研究科の教員とする。 


